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１ 登校前の検温について〔継続〕 

 ○土、日も含めて毎日、起床時に検温し「健康観察シート」に記録します。 

 ○島在住生徒は分校玄関前で、漁村留学生は新宮港待合所で分校職員が確認します。 

  ※発熱等の風邪の症状がある場合には、その場で家庭に連絡して帰宅させます。 

 

２ 公共交通機関の利用について〔継続〕 

 ○マリンクスや渡船内では会話を控え、間隔を空けて乗車・乗船します。 

  ※地域の感染状況から、マリンクスの乗車を控え自家用車による送迎を希望される場

合は分校（０９２－９６３－０１５０）までご連絡ください。 

 

３ 短縮授業について〔新規〕 

 ○授業時間を５分短縮します。→換気、消毒時間の確保 

 ○８月３０日（月）～９月３日（金）の期間は、一堂に会する時間を短くするために給

食後に下校します（漁村留学生は１３時５０分便に乗船します）。 

  ※この期間に、学校と家庭をオンラインでつないでの学習を可能な範囲で試行する予

定です。その場合は、クロームブックを持ち帰ったり学校に持ってきたりします。 

 

４ 学校行事等について〔継続〕 

 ○緊急事態宣言中はもちろん、それ以降の行事についても慎重に判断していきます。可

能な限り実施方法を工夫したり、延期や代替案を考えたりしながら生徒や保護者、地

域の方々の思いを大切にしていきたいと思います。 

 

５ 部活動について〔継続〕 

 ○９月１２日までは全面中止とします。 

 

６ その他 

 ○これまでの感染対策同様、マスクの着用、密を避ける、大声を出さない、手指衛生等

の感染拡大を防止する「新しい生活様式」の実施を徹底します。 

 ○感染対策の内容や実施期間等は感染状況によって変更する場合があります。 


